
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）　農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方
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・小規模で、不整形、分散したほ場が大半を占め、１０年後には営農の継続が困難になる経営体が増加すると見込まれること
から、大道地区の法人が連携して設立された集落営農連合体等を受け皿とし、大道エリア全域で対応できる体制づくりを進
める。

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してください。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

・耕作者数５１１戸、市内在住３４７戸、平均年齢７３．８歳、認定農業者等　１法人、１９人（平均年齢６１．９歳）

・耕地面積１９８ha、経営体面積３１．１ｈａ、集積率１５．７％

・農振農用地内：耕地面積９８ha、経営体面積２２．７ha、集積率２３．２％

・岩淵地区では平成10年度から14年度にかけて基盤整備事業を実施しており、任意組合により約９haで麦種子生産や水稲
作業受託、また個人農家により施設花き栽培が行われている。

・大道小学校東側（市東、岩淵南側）のエリアでは、圃場が湿田、狭隘、形状いびつで、農道が狭く、他地区からの機械の移
動も難しい。畦畔を除き、２～３枚を１枚にしている農家在り。専業農家４戸が主に耕作。１戸に後継者の見込みがある。

・大原地区では金網柵を設置し有害鳥獣被害防止を図っている。

・南部海岸道路東側のエリアでは、４戸の（他地区からの参入あり）中心経営体が受託し、農地を維持している。

・防府環状線から南のエリアで山口市との境界までの農地は、排水等条件が悪く、自己保全管理がほとんどである。

・当面、現状の農地利用を維持することは、現在の受け手で対応できる。また、今後継承が必要になった場合は、その都度地
域内で協議し、新たな担い手に継承する。

・兼業農家等を含めた多様な経営体の確保育成に努める。

区域内の農用地等面積 198

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 198

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

・農業振興地域を基本の区域とし、その中でも農用地を中心に農地利用を積極的に進めていく。

・保全・管理等のエリアについては、地元で慎重な協議を積み重ね、必要な場合は適切に設定する。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（１）　農用地の集積、集約化の方針

・土地利用型作物を栽培する中心経営体に、農用地の集積、集約化を進める。

（２）　農地中間管理機構の活用方針

・認定農業者等中心経営体に加え、多様な経営体が農地中間管理機構の事業をフル活用できるよう取り組む。また、借受農
地管理等事業の活用などにより、より良い農地条件で営農を行えるように進める。

（３）　基盤整備事業への取組方針

・岩淵地区では、平成１４年度に基盤整備事業を完了している。他地区も含めて、当面、事業計画は無い。

・多面的機能支払交付金事業を活用し、水路や農道など施設の長寿命化のための補修や更新を計画的に進めていく。

（４）　多様な経営体の確保・育成の取組方針

・兼業農家等について、高齢者等周辺農家との結び付きや、具体的な活動状況等を把握し、必要に応じ受託面積の拡大を支
援するなど多様な経営体として育成する。

（５）　農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

・保全管理水田等については、農業公社等による農作業受託や農機レンタルの利用を促進し、耕作放棄地発生の防止に努
める。

・また、農用地区域内で安全に防除可能な圃場では無人航空機防除の作業委託を活用し省力化を図る。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出 ⑤果樹等

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨その他

【選択した上記の取組方針】


